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講  師:似顔絵画家、イラストレイター 

      宮本 栄一さん 

参加費 : 無料 （一部除く）  
 講座のご案内  

①７月2９日（火） 
１３：３０～1６：00 

会 場  :  気高人権福祉センター  

問合せ・申込み  0857-82-3363 

【気高児童館 共催】 
 夏休み絵画教室  

日  時  

持ち物:絵を描く道具（水彩・クレヨンなど） 

※申込み ７/２８（月）まで 

高齢者講座 

内 容 :夏バテ予防に効果的！！七味の効能を学ぼう 

メニュー:ピザ 

   認知症予防教室 

「楽しく脳トレーニングをしましょう」 

   内 容:認知症予防のお話 

        簡単なゲームや歌のレクリエーション 

講 師:鎌谷 眞里子さん 

         （鳥取社会福祉専門学校 専任講師） 

持ち物:動きやすい服装、飲み物 

※申込み ７/18（金）まで 

 ②７月３０日（水）       筆記用具（えんぴつ・消しゴム） 

絵を描くコツを教わりながら、自由にかいてみましょう！ 

参加費:500円 

定 員:各日10名程度 

7月15日（火） 

10：00～12：00 

定 員 :10名 

講 師:管理栄養士 藤岡 美歩さん（徳吉薬局） 

カウンセラー相談           

  日時：１日（火）１５日（火）15：00～16：50 

 定員：各日とも２名（１人：50分）   

夜間弁護士相談 

  日時：17日（木）18:30～20:30 

  定員：3名（1人：30分） 

【 場 所 】鳥取市人権交流プラザ（幸町151） 

【 問合せ 】 鳥取市中央人権福祉センター   

   0857-24-8241（月～金/8:30～17:15）   

持ち物:エプロン、三角巾、マスク 

 ※申込み ７/8（火）まで 

7月24日（木）13：30～15：00 



 

『 気高人権福祉センタ―へのアクセス 』 

Mai l  :   j in-ketaka@city . to t tor i . lg . jp  

TEL 0857ー82ー3363 

FAX 0857－82－3364 

住所 鳥取市気高町下光元478－3 

日 時 間 行 事 名  

８日
（火） 

13:30～

15:00  

自家製野菜と花づくり講座  

「秋まき野菜の種まき準備」  

１0日
（木） 

13:30～

15:00  

  いきいき元気講座  

「病気にならない体をつくる」  

１5日
（火） 

10:00～

12:00  

  高齢者講座  

「夏バテ予防に効果的 七味の効能を学ぼう」  

１6日
（水） 

13:30～

15:00  
フレイル予防体操教室  

24日
（木） 

13:30～  

15:00  

  認知症予防講座  

「楽しく脳トレーニングをしましょう」  

29日
（火） 

30日
（水） 

13:30～  

16:00  

 

夏休み絵画教室   
 

７月 行事予定 

 

 部落差別（同和問題）は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い 

７月１０日から８月9日は「部落解放月間」です 

第１回運営委員会を開催しました 

 ５月２９日（木）に第１回運営委員会を開催しま

した。 

  新しく４名の方に運営委員になっていただき、 

事業の評価等について話し合いました。     

 運営委員の皆さまからのご質問やご意見等は、   

 また、地域の皆さまに親しんでいただけるよう  

 センター職員一同取り組んでまいります。 

今年度の事業活動に活かして参ります。    

 間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であること 

 などを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の 

人権問題です。 

 部落差別解消推進法第6条に基づき実施した、部落差別の実態に係る調査の結果によれば、部落差別の実態とし 

て、インターネットにおける特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等の差別表現や、結婚・交際の場面における 

 差別が発生していること、正しい理解が進む一方で偏見・差別意識が依然として残っていること、インターネット上で 

  部落差別関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られることなどが明らかとなっています。 

 偏見や差別に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。 

 一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。                【法務省HPより一部引用】 

事業の様子  
お楽しみ会  

 6月4日（水）にお楽しみ会を開催しました。 

 ボーリングと棒サッカーを行い、皆さん白熱し大変 

盛り上がりました。食事会では豚汁やチョレギサラダ 

部落差別関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られることなどが明らかとなっています。 

などをご用意し、賑やかな会になりました。 


